
 
 

１．相続税又は贈与税の納税義務の見直し【相続税・贈与税】 

（１）納税義務の範囲の見直し 

相続人・受遺者・受贈者 

 

 

被相続人・贈与者 

（国籍を問わない） 

国内に 

住所あり 

国内に住所なし 

日本国籍あり 
日本国籍 

なし 10 年（現行：5 年） 

以内に国内に住所あり 

10 年（現行：5 年） 

を超えて国内に住所なし 

国内に住所あり （注２） 
課税対象 

国内財産及び国外財産 
（注２） 

国内に 

住所 

なし 

10 年（現行：5 年） 

以内に国内に住所あり 

   
（注１） 

10 年（現行：5 年） 

を超えて国内に住所なし 
（注２） 課税対象 国内財産 

（注１） 課税対象に国外財産を加える。（現行：国内財産のみ） 

ただし、日本国籍を有しない者であって、一時的滞在（下記同様）をしていたものを除く。 

（注２） 出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在（国内に住所を有している期間が相続開始

前 15 年以内で合計 10 年以下の滞在）をしている場合は、国内財産のみを課税対象とする。（現行：国内財

産及び国外財産） 

（２）適用開始 

平成 29 年 4 月 1 日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税 

２．非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度見直し【相続税・贈与税】 

（１）納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件の変更 

・相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に 100 分の 80 を乗じて計算した数に 1 人に満たない端数がある時は切り

捨てる（現行：切り上げる）。 

・相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が 1 人の場合は 1 人とする。 

（２）相続時精算課税制度に係る贈与を贈与税の納税猶予制度の適用対象に加える。 

（３）相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件緩和 

非上場株式等の贈与者が死亡した場合の認定相続承継会社の要件のうち、次の要件を撤廃する。 

・中小企業者であること 

・当該会社の株式等が非上場株式等に該当すること 

（４）適用開始 

平成 29 年 1 月 1 日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税 

３．取引相場のない株式の評価の見直し 

（１）類似業種比準方式の見直し（適用開始：平成 29 年 1 月 1 日以後の相続等により取得した財産の評価） 

配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重を 1：1：1 とする。 

 

 

 

 

 

 

A：類似業種の株価（現行に課税時時期の属する月以前 2 年間平均を加える。 

B、C、D：類似業種の１株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額（連結決算を反映させたものとする。） 

（２）評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。 

（３）株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を加える。（適用開始：平成 30 年 1 月 1 日以後の相続等により

取得した財産の評価） 
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